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第１号議案                        

 

令和６年度事業計画及び収支予算承認の件 

令和６年度事業計画及び収支予算 

 

Ⅰ 基 本 方 針 

  本会は、農林水産業の改善発達に資するため、定款に定める次の事業を実施する。 

１．公益社団法人大日本農会、公益社団法人大日本山林会及び一般社団法人大日本水

産会（以下「三会」という。）その他農林水産関係団体の利用に供するための会館

の設置及び運営を行う。 

 

２．三会がそれぞれ行う公益を目的とする事業に対し助成する。 

  

３．農林水産業、農山漁村及び食料に関する調査研究に関する講演会等の開催並びに

情報の収集、整理及び提供を行う。 

 

Ⅱ 事 業 計 画 

 １．産業奨励事業  

    三会がそれぞれ行う公益を目的とする事業を助成するための産業奨励費を交付

する。 

 

 ２．講演会等事業 

   農林水産業、農山漁村及び食料が当面する諸問題を主題として、斯界の学識経験

者を招き、講演会等の開催並びに農林水産叢書として編纂配付する。 

 

 ３．表彰等協賛事業 

   三会が実施する功績者表彰行事に協賛する。 

 

 ４．会員活動  

   三会が行う事業の発展に協力するため、三会の会員として加入し、その会費を負

担する。 
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５．地代 

三会堂ビルの敷地についは、会館建替を踏まえて、７月に三会と土地賃貸借契約

変更契約を締結し、引き続き地代を支払う。 

 

６．会館建設事業 

① 三会堂ビル建替事業については、７月中旬に現建物地上部解体工事を完了(地下

躯体解体工事は令和７年１月まで)、引き続き新築工事に着手し、令和９年度の工

事完了、竣工を目指す。 

② 鹿島建設(株)との間で、7 月に等価交換契約及び共同事業契約を締結する。 

 
７．その他 

① 事務局の運営については、業務の一層の効率化を図る。 

② 日土地内幸町ビルの賃借人として、転貸借契約を締結している公益社団法人大

日本農会他１０団体(同居団体)との連絡、調整及び取り纏め事務等を円滑に行う。 

③ 那須に保有している土地については、株式会社那須別荘警備保障との不動産管

理委任契約を継続し、管理の万全を図る。  

 

以 上 
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